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に
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に
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、
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紙
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送
付
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る
。
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妥
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等
に
関
す
る
質
問
に 

 
対
す
る
答
弁
書 

御
指
摘
の
外
務
省
が
行
っ
た
処
分
が
妥
当
で
あ
っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
、
法
務
省
と
し
て
は
意
見
を
述
べ
る
立
場
に
な
い
。 

ー 

お
尋
ね
の
○
○
○
○
検
事
に
対
す
る
退
職
手
当
は
、
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法 

(

昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号) 

に
基
づ
き
支
給
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
る
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
を 

差
し
控
え
た
い
。 

四
及
び
五
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
○
○
○
○
検
事
に
対
す
る
処
分
は
、
行
為
の
原
因
、
動
機
、
態
様
、
結
果
、
影
響
等
の
ほ
か
、
日
ご
ろ
の
勤
務 

態
度
や
当
該
行
為
後
の
対
応
等
も
含
め
諸
般
の
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
の
上
、
適
正
に
行
っ
た
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。 

（
注
）
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
掲
載
に
際
し
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
た
め
、
個
人
名
を
伏
せ
て
い
る
箇
所
が
あ
り
ま
す
。 

一
に
つ
い
て 

二
、
三
、
六
及
び
七
に
つ
い
て

 


